
 
 

１．事業 ························    営業等：小売業、製造業、飲食業、医師、大工、外交員等による所得 

    農 業：農産物の生産、果樹栽培、養鶏、養豚等による所得 

２．不動産 ····················    土地、家屋等の賃貸料、礼金、権利金等による所得 

３．利子・配当·············    利子：国外で支払われる預金の利子等の所得 

    配当：株式配当・剰余金の分配（出資に係るのものに限る）等の所得 

４．給与 ························    給与・賞与・賃金等による所得 

５．雑 ···························    公的年金等：厚生年金、国民年金、恩給、共済年金等の所得 

    業 務：原稿料、講演料等副業に係る所得 

    その他：生命保険契約に基づく個人年金等 

６．総合譲渡 ················  書画・ゴルフ会員権等、土地・建物以外の資産の譲渡による所得（所有期間により長期（５年

超）と短期（５年以内）に区分されます。 

７．一時 ························  賞金、懸賞当せん金品、競輪・競馬等の払戻金、生命保険の満期返戻金等の所得 

 

※各所得の内訳を裏面に記入し、事業所得と不動産所得については、収支内訳書を作成のうえ提出してください。なお、

収支内訳書については国税庁のホームページからダウンロードすることができます。 

 

◆所得金額の求め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※分離課税所得のある人 

 土地・建物等の譲渡所得、一般・上場株式等の譲渡所得等の分離課税所得は、ほかの所得と分離し、別の税率が適用さ

れます。申告される人は別途、付表が必要です。なお、退職所得については、原則として支給の際に住民税（町民税・県

民税）が徴収されているため、申告の必要はありません。 

 

１．社会保険料 

  【必要書類】国民年金掛金を申告する場合は、年金支払証明書等 

  前年中に、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った国民健康保険料（税）・介護保険料・

後期高齢者医療保険料・国民年金掛金等がある場合、支払った金額を社会保険料の欄に記入してください。 

  ※ 国民健康保険料（税）や介護保険料及び後期高齢者医療保険料（それぞれ普通徴収分及び特別徴収分）は、年

金から引き去りされた保険料（税）だけでなく、それ以外に支払われた保険料（税）があれば、所得控除できま

す。ただし、本人の年金から引き去りされた保険料（税）は本人以外の人の社会保険料控除に含めることはできま

せん。 
 

２．小規模企業共済等掛金控除 

  【必要書類】控除証明書 

前年中に本人が支払った小規模企業共済、確定拠出年金、心身障害者扶養共済の掛金等がある場合、支払った掛

金の金額を記入してください。 
 

３．生命保険料控除 

  【必要書類】控除証明書 

前年中に、本人が支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料等がある場合、支払った金額から控除

金額を計算して控除額を記入してください。 

※ 計算方法 

   ① 平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等（旧契約）に係る生命保険料控除 

     一般生命保険料控除・個人年金保険料控除（両方の支払いがある場合は下記のよりそれぞれ金額を計算） 

    ア 支払保険料等が 15,000 円以下の場合 ・・・支払保険料等全額 

    イ 支払保険料等が 15,000 円を超え 40,000 円以下の場合 

・・・支払保険料×1/2＋7,500 円 

    ウ 支払保険料等が 40,000 円を超え 70,000 円以下の場合 

       ・・・支払保険料×1/4+17,500 円 

    エ 支払保険料等が 70,000 円を超える場合 ・・・35,000 円 

   ② 平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約等（新契約）に係る生命保険料控除 

     一般生命保険料控除・介護医療保険控除・個人年金保険料控除（それぞれの支払いがある場合は下記により

それぞれ金額を計算） 

    ア 支払保険料等が 12,000 円以下の場合 ・・・支払保険料等全額 

    イ 支払保険料等が 12,000 円を超え 32,000 円以下の場合 

       ・・・支払保険料×1/2+6,000 円 

    ウ 支払保険料等が 32,000 円を超え 56,000 円以下の場合 

       ・・・支払保険料か×1/4+14,000 円 

    エ 支払保険料等が 56,000 円を超える場合 ・・・28,000 円 

   ※ 各保険料控除の合計適用限度額は 70,000 円 

   ※ 一般生命保険料・個人年金保険料について新契約・旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は 28,000

円が限度 
 

４．地震保険料控除 

  【必要書類】控除証明書 

  前年中に、本人が支払った地震保険料・旧長期損害保険料がある場合、支払った金額から控除金額を計算して控除

額を記入してください。 

 ※ 計算方法 

  ①支払った保険料が地震保険料だけの場合 

    支払った保険料が 

     50,000 円以下の場合  ・・・支払った保険料×1/2 

     50,000 円を超える場合 ・・・25,000 円 

  ②支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合 

     5,000 円以下の場合 ・・・支払った保険料の全額 

     5,000 円を超え 15,000 円以下の場合 ・・・支払った保険料×1/2+2,500 円 

     15,000 円を超える場合 ・・・10,000 円 

  ③支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合 

     ①で求めた金額 + ②で求めた金額 ＝ 地震保険料控除額（最高限度額 25,000） 
 

５．寡婦・ひとり親控除 

  以下の表に該当する場合、申告書に適応する控除金額を記入してください。 

  なお、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある人は対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．勤労学生控除 

  【必要書類】学生証等 

  本人が学生で、合計所得金額が 85 万円以下で自己の勤労によらない所得が 10 万円以下の場合、学校名を記入して

ください。該当する場合 260,000 円の控除を受けることができます。 
 

７．障害者控除 

  本人や控除対象配偶者・同一生計配偶者・扶養親族（16 歳未満含む）が税法上の障害者に該当する場合、その障害

の程度により控除を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．配偶者控除・配偶者特別控除 

  控除対象配偶者※がいる場合は氏名、生年月日、個人番号を記入してください。また、下記の控除内容をご確認のうえ、控除額を

記入してください。なお、申告者の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は、控除対象配偶者には含めることができず、同一生計

配偶者となり、配偶者控除、配偶者特別控除を控除することはできません。 

※ 自己と生計を一にする配偶者で合計所得金額が 58 万円以下かつ事業専従者とされていない者 

 ◆配偶者控除 

  申告者本人の合計所得金額に応じ、次に定める金額を控除します。 

  ① 申告者本人の合計所得金額が 900 万円以下→ 控除額：33 万円（配偶者が 70 歳以上である場合は 38 万円） 

  ② 申告者本人の合計所得金額が 900 万円超 950 万円以下→ 控除額 22 万円（配偶者が 70 歳以上である場合は 26 万円） 

  ③ 申告者本人の合計所得金額が 950 万円超 1,000 万円以下→ 控除額 11 万円（配偶者が 70 歳以上である場合は 13 万円） 

 ◆配偶者特別控除  

  自己と生計を一にする配偶者（事業専従者とされていない者に限る）で合計所得金額が 58 万円超 133 万円以下の者を有する 

場合、「別表 特別控除額早見表」に定める金額を控除します。 

 

 

９．扶養控除・特定親族特別控除 

  控除対象者となる扶養親族※がいる場合、氏名、生年月日、続柄、同居別居の区分、個人番号を記入してください。なお、扶養控

除ではなく特定親族特別控除に該当する場合は「特親」の欄に〇を記入してください。また、下記の控除内容を確認のうえ、控除額

を記入してください。 

 ※ 自己と生計を一にする親族で合計所得金額が 58 万円以下かつ事業専従者とされていない者 

① 控除対象扶養親族（扶養親族のうち年齢 16 歳以上の者）１人につき・・・330,000 円 

    ただし、控除対象扶養親族が 19 歳以上 23 歳未満である場合・・・450,000 円 

        控除対象扶養親族が 70 歳以上である場合・・・380,000 円 

  ② 納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居している 70 歳以上の扶養親族１人につき・・・450,000 万円 

 

 ◆特定親族特別控除（令和 7 年度より新設） 

  自己と生計を一にする、19 歳以上 23 歳未満の親族（事業専従者とされていない者に限る）で合計所得金額が 58 万円超 123 万円

以下の者を有する場合に適用できる控除です。控除額については、「別表 特別控除額早見表」に定める金額を控除します。 

 

 

１０．基礎控除 

  ① 前年の合計所得金額が 2,400 万円以下の場合・・・43 万円 

  ② 前年の合計所得金額が 2,400 万円を超え、2,450 万円以下の場合・・・29 万円 

  ③ 前年の合計所得金額が 2,450 万円を超え、2,500 万円以下の場合・・・15 万円 

 

 

１１．雑損控除 

  本人や本人と生計を一にする配偶者その他親族（前年中の総所得金額等が 58 万円以下の人）が、災害や盗難等により住宅・家

財・現金などの資産に損害を受けた場合、雑損控除を適用することができます。 

  ① （損失額－保険金・損害賠償金）－総所得金額等の 1/10 

  ② 災害関連支出の金額－5 万円 

 ①、②のいずれか金額の多い方が雑損控除の金額となります。 

１２．医療費控除 

  ① 通常の医療費控除 【必要書類】医療費控除の明細書 

    前年中に、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合、該当項目を記入してください。 

   ◆計算例 

   （前年中に支払った医療費－保険金等で補填される額－（総所得金額等×5/100 相当額または 10 万円のいずれか低い金額））＝医療費控除額（最高 200 万円） 

  ② セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 【必要書類】明細書、一定の取り組みを行ったことが明らかな書類 

    前年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、本人や本人と生計を一にする配偶者その他親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費

がある場合、医療費控除を受けることができます。ただし、上記の「①通常の医療費控除」とは併用できません。 

   ◆計算例 

    （前年中に支払った特定一般用医薬品等の購入費－保険金等で補填される額－12,000 円）＝医療費控除額（最高 88,000 円） 

納税方法の選択 

給与に係る所得以外の住民税（町県民税）の納税方法を選択してください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告書記入例（表面） 

前年中に収入がなかった人及び障害年金などの非課税所得がある人は、

別途「収入がない旨の住民税申告書」を提出してください。 

１．所得金額について 

２．所得控除について① 

給与所得 ※裏面の「給与計算の計算方法」をご確認ください

雑所得（公的年金等） ※裏面の「公的年金等所得の計算方法」をご確認ください。

（収入金額－必要経費－特別控除）×１／２

※特別控除は最大50万円まで認められます。

（収入金額－必要経費－特別控除）

※特別控除は最大50万円まで認められます。

その他の所得 収入金額－必要経費

総合譲渡（長期）・一時所得

総合譲渡（短期）所得

３．所得控除について② 

必ず記入してください。 
住所、氏名、電話番号、生年月日、個人番号（マイナンバー）を記入し、押印し

てください。 

障害の区分 控　除　額

普通障害者 260,000円

特別障害者

300,000円

ただし、特別障害者が納税義務者又はその配偶者若しくは当該納税義務者と生

計を一にするその他の親族と同居するものである場合　…　530,000円



 

【必要書類】源泉徴収票 

所得金額の計算は、下の表を参照してください。※障害年金・遺族年金な

どは、公的年金等所得には含まず、非課税所得となりますのでこちらの計

算、申告は不要です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

別居の

場合の

住　所氏名
個人

番号

１６所得金額調整控除に関する事項
フリ

ガナ
続柄

生年

月日

特別障害者に

該当する場合

株式 等譲渡所得割 額控除額

円

農 業 分離肉用牛 円 免税所得 円

１４配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項 その他の事項・備考欄

　　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、配当割

額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は､下の各欄に配当割額及び株

式等譲渡所得割額を書き入れてください。

配 当 に 関 す る 住 民 税 の 特 例

配 当 割 額 控 除 額 円

3

フリ

ガナ

個人

番号
支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。た

だし、認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営

利活動法人に対する寄附金については、上欄に記入せず、別途「寄附金税額控除

申告書（二）」を提出してください。

氏名 住所

2

フリ

ガナ

個人

番号
条例指定分

円

氏名 住所
住所地の共同募金会、日赤支部分・都道

府県、市区町村分（特例控除対象以外）

都道府県

氏名 住所 市区町村

１２別居の扶養親族等に関する事項 １５寄附金に関する事項

1

フリ

ガナ

個人

番号

都道府県、市区町村分

（特例控除対象）

　所得税における青色申告の承認の有無 合  計  額

円

氏名

他都道府県の事務所等個人

番号

従事

月数

3

フリ

ガナ
続柄

生年

月日

従事

月数

2

フリ

ガナ
続柄

生年

月日氏名

個人

番号

円

円

前年中の
開廃業専従者給与

（控除）額

専従者給与

（控除）額

円
事業用

資産の

譲渡損

失など

資産の種類

損失額、被災損失額(白)

１１事業専従者に関する事項 １３事業税に関する事項

1

フリ

ガナ
続柄

生年

月日

専従者給与

（控除）額氏名

損益通算の特

例適用前の

不動産所得

円
個人

番号

従事

月数

円 非課税所
得など

所得金額

総合譲渡

ﾊ 100,000
　右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記入してください。 合計　ｲ+〔(ﾛ+ﾊ)×1/2〕 ニ 50,000　右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。

一 時 600,000 0 600,000 500,000

円

長 期 ﾛ

円 円 ｲ短 期
円 円

収入金額 必要経費
差引金額

特別控除額
所得金額

（収入金額－必要経費） （差引金額－特別控除額）

収 入 合 計 額 円

１０総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

事業所番号

収入金額 必要経費
勤 務 先
所 在 地 個人年金 300,000

円

200,000
円

勤務先名

収 入 合 計 額 円

９雑所得（公的年金等以外）に関する事項
④ 事 業 所 種 別

種     目

勤 務 先
所 在 地

勤務先名

国外株式等に係る外国所得税額事業所番号

勤務先名
８配当所得に関する事項

事業所番号
配　当　所　得　の　種　類 支払確定年月 収入金額 必要経費

収 入 合 計 額 円
円 円

③ 事 業 所 種 別

② 事 業 所 種 別

勤 務 先

所 在 地

2,000,000 円

事業所番号 123456789

勤務先名 株式会社〇〇〇

収 入 合 計 額

こ
の
申
告
書
を
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出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
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書
を
提
出
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。

① 事 業 所 種 別 0 所得の種類 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費
青色申告特別

控除額

勤 務 先
所 在 地

浪江町大字幾世橋字〇〇 円 円 円

裏
６給与所得の内訳 ７事業・不動産所得に関する事項

申告書記入例（裏面） 

前年中に収入がなかった人及び障害年金などの非課税所得がある人は、別途 

「収入がない旨の住民税申告書」を提出してください。 

[必要書類]源泉徴収票 

源泉徴収票がない場合はこの欄に勤務先所在地、勤務先、事業所番号、収入

合計額を記入し、表面「1 収入金額等」の給与に記入してください。 

「２ 所得金額」の給与については、下の表を参照して記入してください。 

 給与所得の計算方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最低 65 万円は給与所得控除として差し引くことができます。 

 

～ 650,999円

651,000円 ～ 1,899,999円 A - 650,000円

1,900,000円 ～ 3,599,999円

3,600,000円 ～ 6,599,999円

6,600,000円 ～ 8,499,999円 A×0.9 - 1,100,000円

8,500,000円 ～ A - 1,950,000円

0円

B×2.8- 80,000円

B×3.2-440,000円

給与収入金額：A 給与所得額

Aを4で割り
千円未満を
切捨て：B

⑥給与の内訳 

 

[必要書類]収支内訳書 

1 年間の収支がわかる書類を作成し、添付してください。 

収支内訳書に記載してある内容を転記してください。 

 

 

 

 

 

 

⑦事業・不動産所得に関する事項 

[必要書類]支払調書又は年間取引報告書等 

種目、銀行名・会社名、収入金額、必要経費、源泉徴収額、支払確定年月日

を記入してください。配当割額控除額がある人は、右下の「配当割額控除

額」欄に記入してください。 

 

⑧配当所得に関する事項 

公的年金等以外の年金 [必要書類]源泉徴収票 

年金の種目、収入金額、必要経費を記入してください。源泉徴収票を添付す

る場合は記入不要です。 

 

その他の雑所得 [必要書類] 収入・経費の分かる書類 

年金の種目、収入金額、必要経費を記入してください。 

⑨雑所得（公的年金等以外）に関する事項 

[必要書類]収入・経費のわかる書類 

収入金額、必要経費、特別控除額、所得金額を記入してください。 

 

⑩総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項 
[必要書類]収入・経費のわかる書類 

専従者の氏名、続柄、生年月日、専従者給与控除額を記入してください。 

⑪事業専従者に関する事項 

[必要書類]扶養親族であることがわかる書類 

配偶者・扶養親族が別居の場合、氏名・住所を記入してください。 

なお、日本国外に住んでいる親族に係る配偶者控除、扶養控除、障碍者控除

等を申告する場合は、親族関係書類の原本（国外居住親族が納税者の親族で

あることを証する書類）及びここの扶養者への送金関係書類（前年中に国外

居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行っ

たことを明らかにする書類）を添付又は申告時に提示してください。 

⑫別居の扶養親族等に関する事項 

[必要書類]収入・経費のわかる書類 

配当所得を申告された人で配当割額がある場合は記入してください。 

⑭配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項 

給与等の収入金額が 850 万円を超える給与所得者で、以下のいずれかに該当

する給与所得者の総所得金額を計算する場合には、所得金額調整控除額を給

与所得から控除します。 

・本人が特別障害者に該当する者 

・年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者 

・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者 

【計算式】給与等の収入金額（1,000 万円超の場合は 1,000 万円） 

－850 万円×10％＝所得金額調整控除額 

⑯所得金額調整控除に関する事項 

公的年金等所得の計算方法 

1000万円以下
1000万円超

2000万円以下
2000万円超

～1,299,999円 （A）-600,000円 （A）-500,000円 （A）-400,000円

1,300,000円～

4,099,999円

（A）×75％

-275,000円

（A）×75％

-175,000円

（A）×75％

-75,000円

4,100,000円～

7,699,999円

（A）×85％

-685,000円

（A）×85％

-585,000円

（A）×85％

-485,000円

7,700,000円～

9,999,999円

（A）×95％

-1,455,000円

（A）×95％

-1,355,000円

（A）×95％

-1,255,000円

10,000,000円 （A）-1,955,000円 （A）-1,855,000円 （A）-1,755,000円

～3,299,999円 （A）-1,100,000円 （A）-1,000,000円 （A）-900,000円

3,300,000円～

4,099,999円

（A）×75％

-275,000円

（A）×75％

-175,000円

（A）×75％

-75,000円

4,100,000円～

7,699,999円

（A）×85％

-685,000円

（A）×85％

-585,000円

（A）×85％

-485,000円

7,700,000円～

9,999,999円

（A）×95％

-1,455,000円

（A）×95％

-1,355,000円

（A）×95％

-1,255,000円

10,000,000円 （A）-1,955,000円 （A）-1,855,000円 （A）-1,755,000円

公的年金等収入以外の所得金額
公的年金等

収入金額（A）

年

齢

6

5

歳

未

満

の

人

年

齢

6

5

歳

以

上

の

人



配偶者特別控除額

特定親族特別控除額

900万円以下
900万円超～

950万円以下

950万円超～

1,000万円以

下 住民税

33万円 22万円 11万円 45万円

33万円 22万円 11万円 45万円

31万円 21万円 11万円 45万円

26万円 18万円 9万円 41万円

21万円 14万円 7万円 31万円

16万円 11万円 6万円 21万円

11万円 8万円 4万円 11万円

6万円 4万円 2万円 6万円

3万円 2万円 1万円 3万円

105万円超

110万円以下

110万円超

115万円以下

115万円超

120万円以下

120万円超

123万円以下

別表　特別控除額早見表

控除の種類 特定親族の

合計所得金額

特定親族

特別控除

58万円超

85万円以下

85万円超

90万円以下

90万円超

95万円以下

95万円超

100万円以下

100万円超

105万円以下

95万円超

100万円以下

100万円超

105万円以下

105万円超

110万円以下

110万円超

115万円以下

115万円超

120万円以下

120万円超

125万円以下

125万円超

130万円以下

130万円超

133万円以下

控

除

の

種

類

配偶者の

合計所得金額

申告者本人の合計所得金額

配

偶

者

特

別

控

除

58万円超

95万円以下


